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協議会意見とりまとめイメージ 

 

１． 全体理念 

（1）選定事業者は、本協議会意見を尊重して発電事業を実施すること。 

（2）選定事業者は、洋上風力発電設備及び附属設備（以下「洋上風力発電設備等」という。）

の設置までに、発電事業の実施について協議会の構成員となっている漁業者（以下「関

係漁業者」という。）の了解を得ること。他方で、協議会及びその構成員は、選定事業者

が本協議会意見を尊重して海域利用を行う場合においては、選定事業者による促進区域

内における洋上風力発電設備等の整備に係る海域の利用について了承すること。 

 

２．地域や漁業との共存及び漁業影響調査について 

＜共生基金＞ 

（1）選定事業者は、地域や漁業との共存共栄の理念のもと、発電事業で得られた利益の地

域への還元を目的として、今後設置される基金への出捐等（以下「基金への出捐等」と

いう。）を行うこと。 

（2）基金への出捐等の規模（総額）については、選定事業者の公募占用計画で示される発

電設備出力（kW）の規模に応じて算定される額（発電設備出力 kW×250×30）を目安と

する。 

（3）各年度の基金への出捐等の額、使途その他地域や漁業との協調・共生策の実施に必要

な事項については、選定事業者が協議会構成員に対し必要な協議をすること。 

（4）選定事業者、関係漁業者及び地元自治体等は、基金への出捐等及び基金の設置・運用

（基金を通じた取組の実施を含む。）に際して、公平性・公正性・透明性の確保や効率的

な発電事業の実現との両立に配慮すること。 

 

＜漁業影響調査＞ 

（1）選定事業者は、本海域における漁場の実態に基づき、漁業との協調・共生・振興策に

ついて関係漁業者等と協議を行うこと。また、発電事業による漁業への影響について十

分に配慮するため、建設工事前に２年間の漁業影響調査を実施することとし、発電事業

の開始後も少なくとも３年間は継続して実施すること。調査の具体的方法及び時期につ

いては、協議会での議論や、協議会が提案する調査手法に留意するとともに、関係漁業

者、学識経験者及び地元自治体の意見・助言を尊重すること。 

（※県でとりまとめ中の漁業影響調査手法案の内容に合わせる） 
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（2）選定事業者は、漁業影響調査の結果、万が一選定事業者の責により漁業の操業等への

支障を及ぼしたことが客観的に認められた場合においては、関係漁業者に対して必要な

措置をとること。 

 

３．洋上風力発電設備等の設置位置等についての留意点 

（1）選定事業者は、洋上風力発電設備等の設置に当たり、本海域において操業される漁業

への影響を十分考慮し、関係漁業者への丁寧な説明・協議を行うこと。 

（2）選定事業者は、漁業との共存共栄の理念のもと、促進区域内の水深●m 以浅の海域に

は洋上風力発電設備等（海底ケーブルを除く。）を設置しないこと。また、海底ケーブル

の設置に当たっては、漁業に支障を及ぼすことがないよう、十分な深さでの埋設を行う

等、設置方式に配慮すること。なお、洋上風力発電設備の維持管理に関する統一的解説

（令和２年３月版）では、海底ケーブル敷設時の埋設深さや位置の状態を適切に維持し

確保することが求められている。同解説を踏まえ、適切に定期点検を実施すること。 

（3）〇〇のため、選定事業者は、別紙●において示す赤色のエリアには洋上風力発電設備

等（海底ケーブル、ブレード回転エリアを除く。）を設置しないこと。 

（4）選定事業者は、洋上風力発電設備等の設置に当たり、既存海洋構造物の保全及び管理

に支障を及ぼすことがないよう、各施設の管理者への丁寧な説明・協議を行うこと。 

（5）選定事業者は、洋上風力発電設備等の設置に当たり、関係漁業者、船舶運航事業者、

海上保安部、各施設の管理者及び地元自治体との協議により、事前に本海域における船

舶の航行の安全を確認すること。 

（6）選定事業者は、洋上風力発電設備等の設置に当たり、気象レーダーや電波受信環境等

に支障を及ぼすことがないよう、気象庁及び放送事業者等と協議を行う等、十分に配慮

すること。 

 

４．洋上風力発電設備等の建設に当たっての留意点 

（1） 選定事業者は、本海域における事前の調査、洋上風力発電設備等の建設及び安全対

策に当たっては、十分な時間的余裕をもって関係漁業者、船舶運航事業者、海上保安部、

各施設の管理者及び地元自治体への丁寧な説明・協議を行うこと。また、地域住民に対

して、工事内容やスケジュールの周知を行うこと。 

（2） 特に、洋上風力発電設備の基礎に係る海洋工事の施工（モノパイルの打設工事等）

に当たっては、関係漁業者に丁寧な説明・協議を行い、工事の作業内容や時期、作業船

の航行等と漁業の操業等について適切に調整すること。大きな騒音を伴う工事について

は、早朝や夜間の作業は避ける等、地域住民の生活に十分配慮すること。 
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（3） 選定事業者は、洋上風力発電設備等の事故等により既存海洋構造物へ被害が及ばな

いよう、必要な措置をとること。 

（例：当地において想定される地震、落雷及び台風などに対して十分な安全性を確保でき

るよう洋上風力発電設備等を設計・建設すること、適切な離隔を確保すること等。） 

 

５．発電事業の実施に当たっての留意点 

（1） 選定事業者は、洋上風力発電設備等に係るメンテナンスの実施に当たり、十分な時

間的余裕を持って関係漁業者、船舶運航事業者、海上保安部、各施設の管理者及び地元

自治体への丁寧な説明・協議を行うこと。 

（2） 選定事業者は、漁船を含めた船舶の安全の確保のため、洋上風力発電設備等の周辺

における船舶の運航ルールについて、関係漁業者、船舶運航事業者、海上保安部、各施

設の管理者及び地元自治体への丁寧な説明・協議を行うこと。また、船舶の航行の安全

を確保するための必要な取組を行うこと。 

（3） 選定事業者は、洋上風力発電設備等によって電波受信障害など地域住民の生活に影

響が生じた場合の相談窓口として、あらかじめ対応窓口を明確化し、十分な周知を行う

こと。また、影響が生じた場合においては、その内容について迅速に周知を行い、改善

に向けた対応をとること。 

 

６． 環境配慮事項について 

（1） 選定事業者は、環境影響評価法（平成９年法律第 81 号）その他関係法令に基づき、

発電事業に係る環境影響評価を適切に行うとともに、地域住民に対し丁寧に説明するこ

と。また、同法に基づく経済産業大臣の意見・勧告及び知事等の意見を踏まえ、必要な

対策を講ずること。 

（2） 選定事業者は、洋上風力発電設備等の配置・規模・構造等の検討に当たり、騒音、

超低周波音、風車の影、鳥類、海生生物、景観等について適切に環境影響評価を行うと

ともに、結果を踏まえ、これらへの影響を回避・低減できるよう配慮すること。 

（3） 選定事業者は、環境影響評価における予測・評価には不確実性が伴うことから、工

事中及び供用後は、必要に応じて環境監視や事後調査（騒音、超低周波音、鳥類、海生

生物等）を実施し、重大な環境影響が懸念される場合は、追加的な環境保全措置を講ず

ること。 

（4） 選定事業者は、世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」への影響について、

関係機関と十分な協議を行うとともに、遺産影響評価を行った上で、世界文化遺産の「顕

著な普遍的価値（OUV）」に影響しない事業計画とすること。なお、遺産影響評価の結果



4 

 

については、ユネスコ世界遺産センターへ提出する必要があることから、選定後速やか

に遺産影響評価に取り組むこと。 

 

７．洋上風力発電事業を通じた青森県沖日本海（南側）の将来像  

別紙参照 


